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 　　 　　　       令和８年４月２４日（金）  
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　　１　授　業　参　観　　　１２：４５～１３：２５（各教室）  

 

 

　　２　総　　　　　会　　　１３：５５～１４：１５（体育館）  

 

 

　　３　学　級　懇　談　　　１４：２５～１４：５０（各教室）  

 

　　　　  

　　４　ＰＴＡ各委員会　１５：００～                         

  　　　・育成会　　　　（図工室　：３階北校舎）  

　　　　・広報委員会　　（４年教室：３階南校舎）         

　　　   ・厚生安全委員会（５年教室：３階南校舎）    

　　　　・６年学級委員　（６年教室：３階北校舎）            

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１号議案】

加戸小学校PTA

月 日 役員会 日 育成会 日 学級委員会 日 広報委員会 日 厚生安全委員会

11 第１回 PTA役員会 11 第１回PTA役員会

18 PTA総会 18 第１回育成会 18 第1回学級委員会 18 第1回広報委員会 18 第1回厚生安全委員会

（派遣役員選出） （正副委員長選出） （正副委員長選出） （正副委員長・補導員選出）

11 奉仕作業 11 奉仕作業協力 11 奉仕作業協力 11 奉仕作業協力 11 奉仕作業協力

17 市PTA連合会総会 22 第2回広報委員会

25 県PTA連合会年次総会 （茶の実198号企画）

29 運動会 29 運動会 29 運動会 29 運動会 29 運動会

30 町子連総会 加戸っ子SOS協力依頼

8 第１回資源回収協力 8 第１回資源回収協力 8 第１回資源回収協力 8 第１回資源回収協力 8 第１回資源回収

14 地区別研修会（坂井ブロック） 14
分団交流大会

（野球・バレーボール）
19 第3回広報委員会

29 町チャレラン大会 （茶の実198号企画）

22～ ラジオ体操（各地区） 16 茶の実198号発行 休業中 地区内安全指導

26～28 第６６回三国町小学生野球大会

26～27
第５８回三国町小学生女子親

善バレーボール大会

～31 壁新聞作り 休業中 地区内安全指導

18 第２回PTA役員会 18 第2回学級委員会

28 第2回資源回収協力 28 第2回資源回収協力 28 第2回資源回収協力 28 第2回資源回収協力 28 第2回資源回収

9 第3回PTA役員会 9 第3回PTA役員会 17
第4回広報委員会

（茶の実199号企画）

26 町ディスクドッヂ大会

8 １５０周年記念事業協力 8 １５０周年記念事業協力 8 １５０周年記念事業協力 8 １５０周年記念事業協力

12 役員選考協議会

29 坂井市PTA懇談会

中旬 新６年生学級委員選出

上旬
福井県PTA「ゆめ基金」

協力　書き損じ葉書回収
活動反省用紙配布・回収

15 第４回PTA役員会 13 第２回育成会

下旬 地区役員選出 18
加戸小学校ＰＴＡ親善

レクレーション大会

8 町小学生親善卓球大会 4
第5回広報委員会

（茶の実199号企画）

19 第5回PTA役員会 20 ６年学級委員会

1 第73回福井県かるた選手権大会 11 茶の実199号発行

17 会計監査・役員引き継ぎ会

3

9

8

10

11

12

1

2

令和７年度　PTA 事業報告

4

5

6

7



【第２号議案】

予算額 決算額

収入総額 806,062 706,170

支出総額 806,062 653,539

差引残高 0 52,631 （次年度へ繰越金）

１．収入内訳

項　　　目 本年度予算額 収入済額 増　　　減 摘　　　　　　　要

会費 546,000 546,000 0 1,400円／学期×(保護者116世帯+教職員13名)、転出生350円×4月、転入生350円×8月

繰入金 200,000 100,000 -100000 特別会計より

繰越金 60,062 60,062 0

雑収入 0 108 108

合　　　計 806,062 706,170 -99892

２．支出内訳

項　　　目 本年度予算額 支出済額 差　　　引 摘　　　　　　　要

事務費 25,000 20,000 5000 印刷機インク、事務消耗品

会議費 10,000 7,000 3000 用紙代、事務消耗品

慶弔費 25,000 0 25000 お祝い、お見舞い、香典、花束等

旅   費 15,000 15,500 -500 会議・研修会役員参加費代等

学級委員会費 40,000 40,000 0 150周年記念式典補助

広報委員会費 140,000 136,400 3600 茶の実新聞発行2回(53,900円(4頁)+82,500円（6頁）)

厚生安全委員会費 20,000 0 20000 資源回収　雑品ほか

奉仕活動費 25,000 17,082 7918 奉仕作業飲み物、清掃用消耗品

卒業奨励費 45,000 38,711 6289 卒業記念品（証書バインダー693円×27人）、保管用卒業アルバム代

文集補助費 100,000 100,000 0 茶の実文集補助

体育奨励費 60,000 21,670 38330 運動会来賓飲み物、運動会消耗品、学校備品購入補助

特別活動奨励費 40,000 39,684 316 児童会、委員会、クラブ活動補助、教科外活動補助、就学時検診講演会講師謝礼、離任式花束、

教育活動奨励費 55,000 41,912 13088 来客用飲み物、ふたば掲載者分、新一年生熊よけ鈴、修学旅行・校外学習経費補助ほか

環境整備費 95,000 76,544 18456 来客用飲み物、学校環境整備、花壇消耗品、除雪費、卒業式花代、、感染症対策消耗品ほか

職員研修費 20,000 12,396 7604 職員研修補助代

勤労生産活動費 39,000 39,000 0 勤労生産委員手当代

負担金 50,000 47,640 2360 県Ｐ安全会費(100×P会＋職）、県P連負担(160×児＋職）、市P連負担（60×P会＋職）、各振込手数料

予備費 2,062 0 2062

合　　　計 806,062 653,539 152523

予算額 決算額

収入総額 431,962 403,495

支出総額 431,962 350,000

差引残高 0 53,495 （次年度へ繰越金）

１．収入内訳

項　　　目 本年度予算額 収入済額 差　　　引 摘　　　　　　　要

資源回収費 250,000 213,900 -36100 2回実施（（98,900円（春）＋52,100円（秋））、資源回収アルミ缶、

雑収入 0 7,633 7633 区長会補助金、各口座の利息受入

繰越金 181,962 181,962 0

合　　　計 431,962 403,495 -28467

２．支出内訳

項　　　目 本年度予算額 支出済額 差　　　引 摘　　　　　　　要

教育奨励費 200,000 250,000 -50000 PTA行事積み立て50,000円、加戸小学校150周年記念事業200,000円

一般会計へ 200,000 100,000 100000

予備費 31,962 0 31,962

合　　　計 431,962 350,000 81,962

令和７年度ＰＴＡ特別会計決算報告

加戸小学校ＰＴＡ

令和７年度ＰＴＡ一般会計決算報告

加戸小学校ＰＴＡ  



（資料２）

○収入内訳

本年度予算額 本年度決算額 増減 備　考

280,800 279,200 -1,600
2,400円×117世帯
転出による返金1600円

0 172 172

0 0 0

0 0 0

280,800 279,372 -1,428

○支出の部

本年度予算額 本年度決算額 差引 備　　考

青 空 ・ 若 葉 40,000 40,000 0

茶 玉 ・ 茶 乙 女 40,000 40,000 0

根 っ 子 ・ 早 乙 女 40,000 20,000 20,000

ス ポ 少 野 球 10,000 10,000 0

勤 労 生 産 費 25,000 29,425 -4,425
・甘藷一式として

小 計 155,000 139,425 15,575

か る た 大 会 5,000 2,080 2,920 参加費600円振込手数料440×２名分

小 計 25,000 8,833 16,167

か る た 0 0 0

町 子 連 ド ッ ジ ボ ー ル 0 0 0

小 計 0 0 0

2,000 920 1,080 用紙代

3,000 1,540 1,460 封筒代

81,000 78,300 2,700 2,900円×27名(卒業記念品)

14,800 35,000 -20,200 図書購入35,000円

280,800 264,018 16,782

　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　加戸小学校ＰＴＡ育成会決算書

本年度予算額 本年度決算額

収入総額 280,800円 279,372円

合 計

支出総額 280,800円 264,018円
差引残額 0円 15354円

項　　　　目

会 費

利 子

繰 越 金

そ の 他

記 念 品 費

項　　　　目

活

動

補

助

費

大

会

費

レクレーション大会費 13,247

・副賞・参加賞など

派

遣

費
会 議 費

事 務 費

20,000 6,753

予 備 費

合 計





【第３号議案】

加戸小学校PTA

月 日 役員会 日 育成会 日 広報委員会 日 厚生安全委員会 日 学級委員

16 第１回 PTA役員会 16 第１回PTA役員会

24 PTA総会 24 育成会 24 第1回広報委員会 24 第1回厚生安全委員会

（派遣役員選出） （正副委員長選出） （正副委員長・補導員選出）

9 奉仕作業 9 奉仕作業協力 9 奉仕作業協力 9 奉仕作業協力

中旬 市PTA連合会総会 中旬
第2回広報委員会

（茶の実200号企画）

27 運動会 27 運動会 27 運動会 27 運動会

下旬 県PTA連合会年次総会 下旬 町子連総会 加戸っ子SOS協力依頼

上旬
第3回広報委員会

（茶の実200号企画）

14 資源回収協力 14 資源回収協力 14 資源回収協力 14 資源回収

中旬 地区別研修会（坂井ブロック） 中旬 分団交流大会 活動反省用紙配布・回収

28 町チャレラン大会

21～ ラジオ体操（各地区） 中旬 茶の実200号発行

25～27

第６６回三国町小学生野球大会

第５８回三国町小学生女子親善バ

レーボール大会

休業中 地区内安全指導

～31 壁新聞作り

上旬 第2回PTA役員会

中旬
第4回広報委員会

（茶の実201号企画）

26 町ディスクドッヂ大会

中旬 役員選考協議会

上旬 新６年生学級委員選出

上旬
福井県PTA「ゆめ基金」

協力　書き損じ葉書回収
中旬

第5回広報委員会

（茶の実201号企画）

下旬 地区役員選出 中旬 レクレーション大会

上旬 町小学生親善卓球大会

上旬 茶の実201号発行
会計監査・役員引き継ぎ会中旬

地区内安全指導休業中

6年学級委員会中旬第3回PTA役員会

令和8年度　PTA 事業計画（案）

4

5

6

7

中旬

3

9

8

10

11

12

1
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【第４号議案】

本年度予算額 前年度予算額

収入総額 736,031 806,062

支出総額 736,031 806,062

差引残高 0 0

１．収入内訳

項　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　要

会費 533,400 546,000 -12600 1,400円／学期×(保護者114世帯+教職員13名)×3学期 

繰入金 150,000 200,000 -50000 特別会計より

繰越金(前年度より） 52,631 60,062 -7431

合　　　計 736,031 806,062 -70031

２．支出内訳

項　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　要

事務費 20,000 25,000 -5000 印刷機インク・マスター、プリンタートナー、用紙代、事務消耗品

会議費 7,000 10,000 -3000 印刷機インク・マスター、プリンタートナー、用紙代、事務消耗品

慶弔費 25,000 25,000 0 お祝い、お見舞い、香典、花束等

旅   費 20,000 15,000 5000 会議・研修会役員参加費代等

広報委員会費 140,000 140,000 0 茶の実新聞発行2回(55,000円(4頁)+82,500円（6頁）)、県PTA広報誌コンクール郵送料

厚生安全委員会費 10,000 20,000 -10000 資源回収　雑品、交通安全教室飲み物　ほか

奉仕活動費 20,000 25,000 -5000 奉仕作業飲み物、清掃用消耗品、燃料（混合油等）代

卒業奨励費 40,000 45,000 -5000 卒業記念品（証書バインダー693円×20人）、保管用卒業アルバム代

文集補助費 100,000 100,000 0 茶の実文集補助

体育奨励費 50,000 60,000 -10000 運動会来賓飲み物、運動会消耗品、学校備品購入補助

特別活動奨励費 50,000 40,000 10000 児童会、委員会活動、クラブ活動補助、その他教科外活動補助、離任式花束、ピアノ調律

教育活動奨励費 55,000 55,000 0 来客用飲み物、ふたば掲載者分、作品郵送費、新一年生熊よけ鈴、修学旅行・校外学習経費補助ほか

環境整備費 85,000 95,000 -10000 来客用飲み物、学校環境整備、花壇消耗品、除雪費、卒業式花代、感染症対策消耗品ほか

職員研修費 20,000 20,000 0 職員研修補助代

勤労生産活動費 39,000 39,000 0 勤労生産委員手当代

負担金 50,000 50,000 0 県Ｐ安全会費(100×P会＋職）、県P連負担(160×児＋職）、市P連負担（60×P会＋職）、各振込手数料

予備費 5,031 2,062 2969

合　　　計 736,031 766,062 -30031

本年度予算額 前年度予算額

収入総額 223,495 431,962

支出総額 223,495 431,962

差引残高 0 0

１．収入内訳

項　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　要

資源回収費 170,000 250,000 -80000 １回実施予定

雑収入 0 0 0 寄付等

繰越金(前年度より） 53,495 181,962 -128467

合　　　計 223,495 431,962 -208467

２．支出内訳

項　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　要

教育奨励費 50,000 200,000 -150000 PTA行事積み立て

一般会計へ 150,000 200,000 -50000

予備費 23,495 31,962 -8467

合　　　計 223,495 431,962 -208467

令和８年度ＰＴＡ特別会計予算（案）

加戸小学校ＰＴＡ

令和８年度ＰＴＡ一般会計予算（案）

加戸小学校ＰＴＡ



○収入内訳

本年度予算額 前年度予算額 増減 備　考・適　要

268,800 280,800 -12,000 2,400円×112世帯

15,354 0 15,354

0 0 0 利息等

284,154 280,800 3,354

○支出の部

本年度予算額 前年度予算額 増減 備　　考

青 空 ・ 若 葉 40,000 40,000 0

茶 玉 ・ 茶 乙 女 40,000 40,000 0

根 っ 子 ・ 早 乙 女 40,000 40,000 0

ス ポ 少 野 球 10,000 10,000 0

勤 労 生 産 費 25,000 25,000 0
・サツマイモ苗、肥料等

小 計 155,000 155,000 0

か る た 大 会 0 5,000 -5,000

小 計 20,000 25,000 -5,000

か る た 0 0 0

町 子 連 ド ッ ジ ボ ー ル 0 0 0

小 計 0 0 0

2,000 2,000 0 用紙代

3,000 3,000 0 封筒代

60,000 81,000 -21,000 3,000円×20名(卒業アルバム代補助)

44,154 14,800 29,354

284,154 280,800 3,354

記 念 品 費

予 備 費

合 計

レクレーション大会費 20,000

事 務 費

項　　　　目

会 費

繰 越 金

そ の 他

合 計

項　　　　目

活

動

補

助

費

大

会

費

派

遣

費
会 議 費

20,000 0

・副賞・参加賞等

令和８年度　加戸小学校ＰＴＡ育成会予算（案）

本年度予算額 前年度予算額

収入総額 284,154円 280,800円
支出総額 284,154円 280,800円
差引残額 0円 0円



【第５号議案】  

                               

加戸小学校 PTA役員構成の改正について 

 

令和８年２月に実施した役員構成の改正に関するアンケート結果を踏まえ、以下の内容により、

ＰＴＡ役員数削減および役職の見直しを行うこととし、所要の規約の改正を行いたいと考えてお

ります。 

 

１ ＰＴＡ役員構成の改正について 

令和９年度の役員選出より、次のように変更する。 

（現行） 

会長、副会長４名、育成会長、育成副会長３名、書記、会計 計１１名 

監査２名（副会長、育成副会長を２年務めた方） 

（変更） 

①副会長３名（１名減）、育成会副会長を置かない（３名減） 

  ※副会長３名のうち１名は次期会長、１名は次期育成会長、１名は女性副会長（任期１年） 

②育成副会長を置かないが、育成会の検討事項はＰＴＡ会則第１２条（１）により、ＰＴＡ役 

員会で検討する。 

 ③書記を置かない。 

④監査２名は、任期を終えた女性副会長および役員選出時に選出する１名（これまで書記を選

出した地区から選出）が務める。 

 

２ 規約の改正について  

上記内容について、別添えの PTA会則改正案、新旧対照表の内容により会則の改正を行うことと

しますが、改正内容の施行については、令和１０年度からとします。   



                           役員構成改正新旧対照表  

      現行       改正案 

会長 

副会長 ４名 

育成会長 

育成会副会長 ３名 

会計 

書記 

（監査 2 名） 

会長 

副会長 3 名 

育成会長 

 

会計 

 

（監査 2 名） 

計 11 名  計 6 名 

 

改正案 

副会長（3 名）  次期会長、次期育成会長、 

女性副会長（任期 1 年） 

監査 （2 名）  任期を終えた女性副会長 1 名および、 

地区から 1 名選出 



                                                                                                                                                                                                         

坂  井  市  立  加  戸  小  学  校  Ｐ  Ｔ  Ａ  会  則 （ 案 ）  

 

第  １  条  本 会 は 加 戸 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ と 称 す る 。  

第  ２  条  本 会 は 児 童 の 福 祉 を 増 進 し 、 会 員 相 互 の 研 修 を は か る こ と を 目 的

と す る 。  

第  ３  条  本 会 は 児 童 の 保 護 者 と 本 校 の 教 職 員 及 び 本 会 の 目 的 に 賛 同 す る 者

を も っ て 組 織 す る 。     

第  ４  条  本 会 の 経 費 は 、 会 費 、 事 業 に よ る 収 入 及 び 寄 付 金 を も っ て こ れ に

充 て る 。  

第  ５  条  会 費 は 、 Ｐ Ｔ Ａ 会 費 と し て 、 学 期 １ ， ４ ０ ０ 円 （ 月 ３ ５ ０ 円 ） と

し 、 育 成 会 会 費 と し て 、 年 ２ ， ４ ０ ０ 円 を 納 入 す る 。  

第  ６  条   本 会 の 会 計 年 度 は ４ 月 １ 日 に 始 ま り ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ る 。  

第  ７  条   本 会 の 役 員 は 次 の と お り と す る 。  

        会  長      １ 名  

        育 成 会 会 長    １ 名  

        副 会 長      ３ 名 （ 女 性 １ 名 以 上 ）  

        会  計      １ 名  

第  ８  条  役 員 は ２ 月 ま で に 役 員 選 考 協 議 会 に お い て 選 出 し 、 信 任 投 票 に よ

り 信 任 を 得 る 。 な お 、 信 任 は 有 効 投 票 数 の 過 半 数 を 必 要 と す る 。

そ の 任 期 は ２ 年 と す る が 、 母 親 代 表 と し て の 任 に あ る 副 会 長 (女 性

１ 名 )に つ い て は そ の 任 期 を １ 年 と す る 。  

第  ９  条  役 員 選 考 協 議 会 は 、 ４ 年 生 ・ ３ 年 生 の 保 護 者 が 主 体 と な っ て 構 成

さ れ 、 ３ つ の グ ル ー プ に 分 か れ て 行 う 。 そ の 運 営 は Ｐ Ｔ Ａ 役 員 が

補 佐 す る 。  

第 １ ０ 条  役 員 の 任 務 は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 会 長 は 会 務 を 統 括 し 、 会 議 の 議 長 を 務 め る 。 ま た 、 本 会 の

運 営 等 に 多 大 な 功 績 を お さ め た 者 に 対 し こ れ を 表 彰 す る こ

と が で き る 。  

（ ２ ） 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 事 故 あ る と き は そ の 任 を 代 行

す る 。  

（ ３ ） 副 会 長 (女 性 )１ 名 は 母 親 代 表 と し て そ の 任 を 行 う 。  

（ ４ ） 会 計 は 会 費 の 収 支 そ の 他 委 任 さ れ た 事 務 を 行 う 。  

第 １ １ 条  総 会 は 、 定 期 総 会 と 臨 時 総 会 と に 分 け 次 の と お り 開 か れ る 。  

（ １ ） 定 期 総 会 は ４ 月 に 行 い 、 予 算 決 算 の 承 認 、 事 業 計 画 の 承

認 、 会 則 の 修 正 が 行 わ れ る 。  

（ ２ ） 臨 時 総 会 は 、 会 員 の ２ 割 以 上 の 要 求 に よ っ て 開 く こ と が で

き る 。  

第 １ ２ 条  本 会 の 任 務 を 達 成 す る た め に 、 次 の 委 員 会 を 構 成 し 、 必 要 に 応 じ

て 開 く こ と が で き る 。    

（ １ ） 役 員 会 は 、 役 員 、 諮 問 委 員 を も っ て 構 成 し 、 立 案 さ れ た 事

業 計 画 、 予 算 案 の 審 議 、 及 び 本 会 か ら 委 任 さ れ た 事 項 の 処

理 を 行 う 。  

（ ２ ） 育 成 会 は 、 育 成 会 会 長 、 地 区 委 員 を も っ て 構 成 し 、 主 に 地

区 子 ど も 会 、 三 国 町 子 ど も 会 育 成 連 絡 協 議 会 に 係 る 事 業 を



行 い 、 地 域 を 愛 す る 児 童 の 育 成 を は か る 。  

（ ３ ） 委 員 会 は 、 次 の と お り と し 、 本 会 か ら 委 任 さ れ た 事 務 を 遂

行 す る 。  

(ｱ) 諮 問 委 員 会 は 、 地 区 の 有 識 者 を も っ て 構 成 し 、 本 会 の 重

要 議 案 の 審 議 を は か る 。  

(ｲ) 財 務 委 員 会 は 区 長 を も っ て 構 成 し 、 本 会 の 重 要 議 案 の 審

議 を は か る 。  

(ｳ) 広 報 委 員 会 は 、 地 区 か ら 選 出 さ れ た 委 員 を も っ て 構 成

し 、 主 に 広 報 紙 発 行 の 事 業 を 通 し て 、 文 化 の 向 上 を は か

る 。  

(ｴ) 厚 生 ・ 安 全 委 員 会 は 、 地 区 か ら 選 出 さ れ た 委 員 を も っ て

構 成 し 、 児 童 及 び 会 員 の 保 健 厚 生 面 の 向 上 お よ び 児 童 の 校

外 生 活 の 補 導 安 全 を は か る 。  

(ｵ) 上記委員会の他、６学年は学 級 委 員を ２ 名 選 出 し 、 当 該

学 級 に 係 る 活 動 の 運 営 に あ た る 。  

（ ４ ） 監 査 は 、 本 会 か ら 委 嘱 さ れ た ２ 名 を も っ て 構 成 し 、 本 会 の

会 計 の 監 査 に あ た る 。    

（ ５ ） 特 別 委 員 会 は 、 必 要 の あ る と き に 常 任 委 員 会 の 議 決 に よ っ

て 設 置 し 任 務 遂 行 後 解 散 す る 。  

第 １ ３ 条  本 会 の 会 則 は 、 総 会 に お い て 、 出 席 者 の 過 半 数 の 賛 成 が あ れ ば 修

正 す る こ と が で き る 。  

 

付   則     昭 和 ５ ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 発 効 す る 。  

 

改 正  昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 ２ １ 日  

平 成  元 年 ４ 月 １ ９ 日  

平 成  ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日  

平 成  ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日  

平 成  ５ 年 ４ 月 ２ ２ 日  

平 成  ６ 年 ４ 月 ２ ７ 日  

平 成 １ １ 年 ４ 月 ２ ２ 日  

平 成 １ ４ 年 ４ 月 ２ ６ 日  

平 成 １ ６ 年 ４ 月 ２ ３ 日  

平 成 １ ８ 年 ４ 月 ２ ３ 日  

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ３ 日  

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ２ １ 日  

平 成 ３ １ 年 ４ 月  １ 日  

令 和  元 年 １ １ 月 ８ 日  

令 和  ２ 年 ４ 月 １ ７ 日  

令 和  ７ 年 ２ 月 １ ０ 日  

（ 一 部 改 正  ＰＴＡ組織内に子供会育成会を位置づけ  令和７年度より適用）  

令 和  ７ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日  

（ 一 部 改 正  学級委員会を置かない 令和８年度より適用）  

令 和  ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日  

  （ 一 部 改 正  役 職 構 成 の 改 正  令和９年度より移行、令和１０年度和より適用 ）  



加戸小学校ＰＴＡ慶弔規定  

 

第１条 本会の慶弔金内規は次のとおりとする。  

１．会員(両親)については下記による。  

（１）会員死亡の場合                       

・香料１０，０００円と生花１基を贈り、代表者が通夜参列する。  

２．役員については下記による。  

（１）役員死亡の場合  

・会員死亡の場合と同じ。  

（２）役員の家族(配偶者・１親等の親族)死亡の場合  

・香料３，０００円（返礼なし）を贈り、代表者が通夜参列する。  

    ３．児童については下記による。  

（１）児童死亡の場合                   

・香料１０，０００円と生花１基を贈り、代表者が通夜参列する。  

    ４．教職員については下記による。  

（１）教職員死亡の場合                  

・香料１０，０００円と生花１基を贈り、代表者が通夜参列する。  

 

第２条 その他必要と認めたときは、協議のうえ決定する。  

  

第３条   この規定は昭和５４年４月１日より実施する。  

 

附 則 昭和６３年４月１９日の総会において、金額等が実情にあわない場合には役員会
でその都度協議することが了承される。  

令和７年２月１０日における本会則の一部改正については令和７年度より適用
するものとする。  

 

「改正」平成 元年４月１９日   

平成１５年４月２５日  

平成１９年４月２０日  

平成２３年４月２２日  

令和 ２年４月１７日（花輪を生花に変更）  

令和 ７年２月１０日（規定の一部・学級委員会の慶弔金規定の廃止）  



加戸小学校ＰＴＡ会則新旧対照表 

改正前 改正後 

第 １ 条 本会は加戸小学校ＰＴＡと称する。 

第 ２ 条 本会は児童の福祉を増進し、会員相互の研修をはかることを目的とす

る。 

第 ３ 条 本会は児童の保護者と本校の教職員及び本会の目的に賛同する者をもっ

て組織する。    

第 ４ 条 本会の経費は、会費、事業による収入及び寄付金をもってこれに充て

る。 

第 ５ 条 会費は、ＰＴＡ会費として、学期１，４００円（月３５０円）とし、育

成会会費として、年２，４００円を納入する。 

第 ６ 条  本会の会計年度は４月１日に始まり３月３１日に終わる。 

第 ７ 条  本会の役員は次のとおりとする。 

        会 長     １名 

        育成会会長   １名 

        副会長     ４名（女性１名以上） 

        育成会副会長  ３名 

        書 記     １名 

        会 計     １名 

第 ８ 条 役員は２月までに役員選考協議会において選出し、信任投票により信任

を得る。なお、信任は有効投票数の過半数を必要とする。その任期は２年

とするが、母親代表としての任にある副会長(女性１名)についてはその任

期を１年とする。 

第 ９ 条 役員選考協議会は、４年生・３年生の保護者が主体となって構成され、

３つのグループに分かれて行う。その運営はＰＴＡ役員が補佐する。 

第１０条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１）会長は会務を統括し、会議の議長を務める。また、本会の運営等

に多大な功績をおさめた者に対しこれを表彰することができる。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任を代行する。 

（３）副会長(女性)１名は母親代表としてその任を行う。 

（４）書記は会議の記録及び通信の事務を行い、会計は会費の収支その

他委任された事務を行う。 

第１１条 総会は、定期総会と臨時総会とに分け次のとおり開かれる。 

第 １ 条 （変更なし） 

第 ２ 条 （変更なし） 

 

第 ３ 条 （変更なし） 

 

第 ４ 条 （変更なし） 

 

第 ５ 条  

 

第 ６ 条 （変更なし） 

第 ７ 条  本会の役員は次のとおりとする。 

        会 長     １名 

        育成会会長   １名 

        副会長     ３名（女性１名以上） 

        育成会副会長  ３名 

        書 記     １名 

        会 計     １名 

第 ８ 条 （変更なし） 

 

 

 

第 ９ 条 （変更なし） 

 

第１０条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１） （変更なし） 

 

（２） （変更なし）   

（３） （変更なし） 

（４） 書記は会議の記録及び通信の事務を行い、会計は会費の収支その他委任さ

れた事務を行う。 

第１１条 （変更なし） 



（１）定期総会は４月に行い、予算決算の承認、事業計画の承認、会則

の修正が行われる。 

（２）臨時総会は、会員の２割以上の要求によって開くことができる。 

第１２条 本会の任務を達成するために、次の委員会を構成し、必要に応じて開く

ことができる。   

（１）役員会は、役員、諮問委員をもって構成し、立案された事業計

画、予算案の審議、及び本会から委任された事項の処理を行う。 

（２）育成会は、育成会会長、育成会副会長、地区役員をもって構成

し、主に地区子ども会、三国町子ども会育成連絡協議会に係る事

業を行い、地域を愛する児童の育成をはかる。 

（３）委員会は、次のとおりとし、本会から委任された事務を遂行す

る。 

(ｱ) 諮問委員会は、地区の有識者をもって構成し、本会の重要議案

の審議をはかる。 

(ｲ) 財務委員会は区長をもって構成し、本会の重要議案の審議をは

かる。 

(ｳ) 広報委員会は、地区から選出された委員をもって構成し、主に

広報紙発行の事業を通して、文化の向上をはかる。 

(ｴ) 厚生・安全委員会は、地区から選出された委員をもって構成

し、児童及び会員の保健厚生面の向上および児童の校外生活の補

導安全をはかる。 

(ｵ) 上記委員会の他、６学年は学級委員を２名選出し、当該学級に係

る活動の運営にあたる。 

（４）監査は、本会から委嘱された２名をもって構成し、本会の会計の

監査にあたる。   

（５）特別委員会は、必要のあるときに常任委員会の議決によって設置

し任務遂行後解散する。 

第１３条 本会の会則は、総会において、出席者の過半数の賛成があれば修正する

ことができる。 

 

付  則   昭和５４年４月１日より発効する。 

改正 昭和６２年４月２１日 

平成 元年４月１９日 

平成 ４年４月２２日 

平成 ４年６月２３日 

（１）（変更なし） 

  

（２）（変更なし）  

第１２条 本会の任務を達成するために、次の委員会等を構成し、必要に応じて開くことができ

る。   

（１） （変更なし） 

                        委員 

（２） 育成会は、育成会会長、育成会副会長、地区役員をもって構成し、主に地

区子ども会、三国町子ども会育成連絡協議会に係る事業を行い、地域を愛

する児童の育成をはかる。 

（３） （変更なし） 

 

(ｱ) （変更なし） 

 

(ｲ) （変更なし） 

 

(ｳ) （変更なし） 

 

(ｴ) （変更なし） 

 

(ｵ) （変更なし） 

 

 

（４）  （変更なし） 

 

（５） （変更なし） 

 

第１３条 （変更なし） 

 

 

付  則    昭和５４年４月１日より発効する。 

改正 昭和６２年４月２１日 

平成 元年４月１９日 

平成 ４年４月２２日 

平成 ４年６月２３日 



平成 ５年４月２２日 

平成 ６年４月２７日 

平成１１年４月２２日 

平成１４年４月２６日 

平成１６年４月２３日 

平成１８年４月２３日 

平成２２年４月２３日 

平成２９年４月２１日 

平成３１年４月 １日 

令和 元年１１月８日 

令和 ２年４月１７日 

令和 ７年２月１０日 

（一部改正 ＰＴＡ組織内に子供会育成会を位置づけ 令和７年度より適用） 

令和 ７年１０月２２日 

（一部改正 学級委員会を置かない 令和８年度より適用） 

 

平成 ５年４月２２日 

平成 ６年４月２７日 

平成１１年４月２２日 

平成１４年４月２６日 

平成１６年４月２３日 

平成１８年４月２３日 

平成２２年４月２３日 

平成２９年４月２１日 

平成３１年４月 １日 

令和 元年１１月８日 

令和 ２年４月１７日 

令和 ７年２月１０日 

（一部改正 ＰＴＡ組織内に子供会育成会を位置づけ 令和７年度より適用） 

令和 ７年１０月２２日 

（一部改正 学級委員会を置かない 令和８年度より適用） 

        令和 ８年４月２４日 

         （一部改正 役職構成の改正 令和９年度より移行、令和１０年度より適用） 

 

 


